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佐用町要綱第４２号

佐用町新生児聴覚検査費助成事業実施要綱の一部を改正する要綱

（案）

佐用町新生児聴覚検査費助成事業実施要綱（平成29年佐用町要綱第18号）の一部

を次のように改正する。

第４条中「検査料」の次に「及び初回検査において再度検査が必要であると認め

られた者に対して行う確認検査料」を加える。

様式第１号を次のように改める。

様式第１号（第５条関係）



様式第３号を次のように改める。

様式第３号（第７条関係）

附 則

（施行期日）

１ この要綱は、令和７年10月１日から施行する。

（経過措置）

２ 改正後の佐用町新生児聴覚検査費助成事業実施要綱の規定は、この要綱の施行

の日以後に出生した新生児の聴覚検査について適用し、同日前に出生した新生児

の聴覚検査については、なお従前の例による。




